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「障がい」の表記について 

 

１ 表記の変更 

  

 小美玉市では、従来、「障害」と表記していたものについて、公文書、広報等において可能な

ものから、法律名、省令名、団体名等のような固有の名称を除き、「障害」は「障がい」と「害」

を「がい」とひらがな表記することとしました。 

（例示）障がい程度、障がい種別、重度障がい、重複障がい  など 

   

２ 変更の理由  

  

 「害」の字は、身体障害者福祉法の制定の際に「礙」や「碍」（礙の俗字）の字が当用漢字の

制限を受けて使用できないため、代わりに使用されるようになりました。 

 しかし、一般的に、「障害者」の「害」の字には「悪くすること」「わざわい」などの否定的な

意味があり、「障害」は本人の意思でない生来のものや、病気や事故などに起因するものであるこ

とから、その人を表すときに「害」を用いることは人権尊重の観点からも好ましくはないものと

考えられます。このような理由から、市が率先して、障がい者に対してより不快感を与えないよ

うに表記を改めることとしました。 

    

３ 今後の方針  

  

 心のバリアフリーを進めるため、今後、市が策定する計画等においては、上記のルールに従っ

て表記します。 

 

 
 
 
 
 


